
＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.35637

0.39563

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

0.36253

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

0.38052

特定事業者名

0.35637

0.18999

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.35723

0.31665

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.15825

0.26792

0.20929

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

７．３円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

12

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ７．３円/kg

0.07251

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00482

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00779

⑤

0.00313

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01333

0.01485

0.03829

0.00481

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

７．３円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.00333

0.01337

0.03637

④=再商品化実施委託単価

0.00336

再商品化委託申込量（kg）→

0.00779

12

７．３円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

13

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ７．４円/kg

0.17666

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

７．４円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.18178

0.33287

0.20237

0.40978

0.17303

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.39161

0.34605

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.40474

特定事業者名

0.39258

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.40978

0.40395

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

13

７．４円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.00545

0.01131

0.03396

④=再商品化実施委託単価

0.00452

再商品化委託申込量（kg）→

0.00704

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

７．４円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

0.00253

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01090

0.01131

0.03396

0.00476

0.00704

⑤

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00338

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.42415

0.41663

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

0.40875

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

0.41725

特定事業者名

0.42415

0.20088

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.41506

0.36524

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.12499

0.37356

0.18776

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

７．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ７．５円/kg

0.24525

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00740

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00520

⑤

0.00370

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01040

0.00781

0.03440

0.00543

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

７．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.00728

0.00781

0.03440

④=再商品化実施委託単価

0.00461

再商品化委託申込量（kg）→

0.00520
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７．５円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.46890

0.45827

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

0.44662

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

0.46311

特定事業者名

0.46890

0.22608

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.45507

0.41106

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.11457

0.40957

0.18524

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ５．５円/kg

0.31264

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00694

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00597

⑤

0.00416

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01312

0.00932

0.03289

0.00632

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

５．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.01312

0.00932

0.03289

④=再商品化実施委託単価

0.00538

再商品化委託申込量（kg）→

0.00597
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５．５円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ４．６円/kg

0.31907

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.13859

0.42131

0.21465

0.47850

0.22565

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.46812

0.41027

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.47699

特定事業者名

0.45581

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.47850

0.46196

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
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４．６円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.01710

0.01093

0.04089

④=再商品化実施委託単価

0.00845

再商品化委託申込量（kg）→

0.00456

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

0.00819

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01800

0.01093

0.04089

0.00994

0.00456

⑤

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00819

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ４．６円/kg

0.31584

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.09984

0.42752

0.24753

0.34935

0.19143

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.50297

0.34805

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.45006

特定事業者名

0.42113

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.34935

0.33279

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

17

４．６円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.01556

0.01022

0.03532

④=再商品化実施委託単価

0.00996

再商品化委託申込量（kg）→

0.00439

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

0.00338

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01638

0.01022

0.03532

0.01245

0.00439

⑤

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00338

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化委託申込量（kg）→ ４．６円/kg

0.23789

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

用途

用途

③×④=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

②

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

(kg)

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.09840

0.33487

0.20324

0.18623

0.18089

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

0.37208

0.30148

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.33874

特定事業者名

0.31719

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.18623

0.32799

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤⑤

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

18

４．６円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（（kg）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.01104

0.00482

0.02631

④=再商品化実施委託単価

0.00666

再商品化委託申込量（kg）→

0.00317

①のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途

用途

（１円未満切り捨て）

４．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

0.00023

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量

（kg）
④＝①－②－③

0.01104

0.00482

0.02631

0.00740

0.00317

⑤

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00023

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

①×②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・茶色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．０円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．０円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.26637

⑦=再商品化実施委託単価

0.08756

0.32835

0.25474

0.17990

0.18775

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.33966

0.31291

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.33296

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.17990

0.35026

0.34563

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．０円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00352

0.00013

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01071

0.00265

0.02202

⑦=再商品化実施委託単価

0.00826

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．０円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01071

0.00265

0.02202

0.00870

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00352

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00013

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

20

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．７円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

４．７円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.28097

⑦=再商品化実施委託単価

0.06950

0.32766

0.28852

0.29261

0.21700

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.36065

0.33385

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.35121

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.32513

0.34750

0.36407

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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４．７円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01747

0.01512

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01067

0.00305

0.02256

⑦=再商品化実施委託単価

0.00772

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

４．７円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01067

0.00305

0.02256

0.00813

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01747

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.01512

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

21

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．３円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．３円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.31953

⑦=再商品化実施委託単価

0.05818

0.37071

0.32790

0.30768

0.26649

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.40987

0.38070

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.39941

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.38460

0.38790

0.41190

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．３円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01995

0.00748

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01262

0.00378

0.02334

⑦=再商品化実施委託単価

0.00688

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．３円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01328

0.00378

0.02334

0.00688

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01995

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00748

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

22

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．１円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．１円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.35181

⑦=再商品化実施委託単価

0.04271

0.38314

0.29695

0.36574

0.28138

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.42422

0.40197

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.41390

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.40638

0.42710

0.42572

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．１円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00695

0.00168

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01269

0.00280

0.01899

⑦=再商品化実施委託単価

0.00663

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．１円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01410

0.00280

0.01899

0.00698

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00695

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00168

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

23

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．４円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．４円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.27912

⑦=再商品化実施委託単価

0.03370

0.32559

0.25109

0.35922

0.25575

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.35870

0.34100

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.34890

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.35922

0.33697

0.36177

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．４円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00432

0.00057

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01316

0.00368

0.01531

⑦=再商品化実施委託単価

0.00535

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．４円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01462

0.00368

0.01531

0.00595

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00432

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00057

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

24

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．１円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．１円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.27123

⑦=再商品化実施委託単価

0.08936

0.31657

0.24527

0.34245

0.28298

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.35038

0.33292

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.33903

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.36047

0.35742

0.35175

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．１円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00414

0.00321

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01316

0.00436

0.01678

⑦=再商品化実施委託単価

0.00573

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．１円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01385

0.00436

0.01678

0.00604

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00414

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00321

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

25

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．３円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．３円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.26885

⑦=再商品化実施委託単価

0.10823

0.31009

0.26122

0.32179

0.26189

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.34829

0.32736

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.33607

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33873

0.36078

0.34455

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

25

５．３円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00299

0.00433

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01344

0.00431

0.02016

⑦=再商品化実施委託単価

0.00613

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．３円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01344

0.00431

0.02016

0.00645

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00299

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00433

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

26

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．７円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．７円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.31624

⑦=再商品化実施委託単価

0.12203

0.35118

0.24597

0.33478

0.28491

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.35139

0.31657

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.39530

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33478

0.40675

0.39020

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

26

５．７円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00095

0.00533

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01678

0.00440

0.02171

⑦=再商品化実施委託単価

0.00721

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．７円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01678

0.00440

0.02171

0.00759

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00095

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00968

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

27

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．８円/kg

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．８円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.30532

⑦=再商品化実施委託単価

0.10100

0.35293

0.25894

0.30799

0.29931

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.36992

0.33257

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.40709

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.30799

0.40400

0.39215

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．８円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00078

0.01452

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01610

0.00282

0.01884

⑦=再商品化実施委託単価

0.00659

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．８円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01610

0.00282

0.01884

0.00694

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00078

⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02639

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.41953

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.42113

0.42242

0.43390

0.40950

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤⑤

特定事業者名特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.43188

0.42113

0.34808

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定

容器の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

0.31465

⑦=再商品化実施委託単価

0.04224

0.41221

0.28072

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．５円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．５円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00065

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00577

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の

ガラスびん（茶色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01460

0.00377

0.02259

0.00721

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00065

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01460

0.00377

0.02259

⑦=再商品化実施委託単価

0.00648

（１円未満切り捨て）

用途

用途

28

５．５円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00577

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.37954

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.38110

0.38354

0.38424

0.36768

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

特定事業者名特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.38502

0.38110

0.31253

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.28466

⑦=再商品化実施委託単価

0.03835

0.36502

0.28877

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．7円/kg
注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．7円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00001

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00580

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01048

0.00677

0.02089

0.00941

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．7円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00001

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01048

0.00677

0.02089

⑦=再商品化実施委託単価

0.00847

（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．7円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00580

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.39897

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.40996

0.41204

0.40883

0.38796

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

特定事業者名特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.40760

0.38946

0.34917

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.29922

⑦=再商品化実施委託単価

0.04120

0.38839

0.30570

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

５．６円/kg
注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．６円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00007

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00824

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01298

0.00628

0.02222

0.00818

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

５．６円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00006

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01298

0.00628

0.02222

⑦=再商品化実施委託単価

0.00777

（１円未満切り捨て）

用途

用途
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５．６円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00824

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.41676

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.43320

0.42777

0.43187

0.40020

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

特定事業者名特定事業者コード

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.42928

0.41154

0.36018

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.31257

⑦=再商品化実施委託単価

0.04278

0.38868

0.30050

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）

６．０円/kg
注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

31

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ６．０円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00260

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00874

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01620

0.00513

0.03067

0.00746

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）

６．０円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00260

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01539

0.00513

0.03067

⑦=再商品化実施委託単価

0.00708

（１円未満切り捨て）

用途

用途

31

６．０円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00874

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.41367

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.42814

0.40863

0.42413

0.38683

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

0.40674

0.36749

0.31025

特定事業者名

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.42409

特定事業者コード

⑦=再商品化実施委託単価

0.04086

0.40292

0.33927

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
５．９円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

用途

用途

2

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．９円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00156

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00610

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01614

0.00893

0.04098

0.00943

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
５．９円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00156

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01452

0.00893

0.04098

⑦=再商品化実施委託単価

0.00943

（１円未満切り捨て）

用途

用途

2

５．９円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00610

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.41729

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.43166

0.44926

0.42413

0.39087

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

0.41007

0.37133

0.33383

特定事業者名

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.42632

特定事業者コード

⑦=再商品化実施委託単価

0.11232

0.40292

0.34105

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
６．４円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

用途

用途

3

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ６．４円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00002

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00756

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01761

0.00946

0.04096

0.00921

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
６．４円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00002

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01673

0.00946

0.04096

⑦=再商品化実施委託単価

0.00875

（１円未満切り捨て）

用途

用途

3

６．４円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.00756

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.44183

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.45996

0.46470

0.45794

0.42272

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

0.41396

0.42272

0.35346

特定事業者名

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.45500

特定事業者コード

⑦=再商品化実施委託単価

0.23235

0.43504

0.29575

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
７．２円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

用途

用途

4

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ７．２円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00003

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01201

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01937

0.00861

0.03653

0.01185

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
７．２円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00003

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01937

0.00861

0.03653

⑦=再商品化実施委託単価

0.01007

（１円未満切り捨て）

用途

用途

4

７．２円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01201

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.45350

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.46371

0.47130

0.47080

0.43999

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

0.41734

0.41799

0.38548

特定事業者名

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.46740

特定事業者コード

⑦=再商品化実施委託単価

0.32991

0.47080

0.30381

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
８．２円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

用途

用途

5

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ８．２円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00006

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01398

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02296

0.00975

0.03727

0.01429

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
８．２円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00006

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.02296

0.00975

0.03727

⑦=再商品化実施委託単価

0.01214

（１円未満切り捨て）

用途

用途

5

８．２円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01398

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.30305

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.32375

0.31346

0.32075

0.30061

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

0.30757

0.28558

0.24244

特定事業者名

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.31152

特定事業者コード

⑦=再商品化実施委託単価

0.23509

0.30472

0.23364

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
１３．５円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

用途

用途

6

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ １３．５円/kg

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00000

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01003

⑤

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01509

0.00526

0.02559

0.00988

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
１３．５円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00000

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01509

0.00526

0.02559

⑦=再商品化実施委託単価

0.00988

（１円未満切り捨て）

用途

用途

6

１３．５円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01003

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

7

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ １３．９円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

（１円未満切り捨て）
１３．９円/kg

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

⑦=再商品化実施委託単価

0.25743

0.34572

0.24783

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.35405

特定事業者コード

0.33600

0.30133

0.26305

特定事業者名

0.36392

0.33481

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤⑤

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.35074

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.35369

0.36776

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

7

１３．９円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑤

0.01336

0.00000

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01407

0.00371

0.02653

⑦=再商品化実施委託単価

0.01237

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用い
られた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） 再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

（１円未満切り捨て）
１３．９円/kg

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

個々の特定事業者の
ガラスびん（茶色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01407

0.00371

0.02653

0.01237

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01336

⑤

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00000

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・茶色

申込用紙２－ガラスびん（茶色）－製造等


